
①

②

③

④

⑤′

③′

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

提出部数 ➠ 2部（税関用、交付用）

記載の説明（書き方）

①日付：税関への提出日

②あて先：通関官署を記載（保証書の官庁の名称と同じ）

③提供者：輸入者名を記載（保証書の輸入者と同じ）
③′輸入者符号：法人番号、税関輸出入者コード、JASTPRO

コードを記載 ➠ 符号がない場合は、NACCSに登録不可

④代理人：通関業者等が代理で書類を提出する場合に記載

⑤申告番号等：申告日、申告番号を記載
⑤′不要な文言は削除

⑥担保提供事由：「関税等の納期限延長」と記載

⑦担保の種類：「保証人の保証」と記載、
表示：保証書に記載されている保証人を記載

⑧担保金額：保証書に記載されている税額を記載

⑨担保預り証：税関で担保登録後に記載
⑨′担保登録番号：担保を管理する際の番号

※担保提供書は、担保登録後、税関から交付されるので、紛失
しないように管理して下さい。

担保解除する際に、保証書との引き換えになります。

⑨′1AK******



税関様式Ｃ第1100号-1

年 月 日

殿

 住　　所

 電話番号

 氏名（又は名称）

 代表者氏名

円

第 条 第 項

第 条 第 項

第 条 第 項

法 第 条 第 項

法 第 条 第 項

法 第 条 第 項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第 条 第 項

（注） １．

２．　内国消費税の担保も、この保証書により提供することができます。

３．　不要の文字は二重線で抹消して下さい。

（規格Ａ４）

記

東京都中央区銀座▼-▼▼-▼▼　　株式会社財務商会
     ℡：◊◊-◊◊◊◊-◊◊◊◊

輸 入 申 告 の 番 号

税 額

72

51

関 税 法

4,650,000

　「輸入申告（輸入許可前貨物引取承認申請）」の箇所は、提供原因に応じ抹消又は訂正して使
用して下さい。

の2

の103

9

1

1

1

消 費 税 法

印 紙

収 入
保 証 書

地 方 税 法

適

用

法

条

令　和 ◆

1⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆0

03-1234-5679

　下記の輸入申告（輸入許可前貨物引取承認申請）に係る下記税額が納期限までに納付されな
いときは、保証人が当該税額及びその延滞税額を納付します。

輸入者（又は限定輸入申告
者）の住所、氏名、電話番
号

財務東京銀行

本関支店長　税関太郎

12 11

保　証　人

東京税関長

東京都千代田区大手町◆-◆◆-◆◆

①

②

③

㊞
④

⑤

⑥

⑦

⑧

提出部数 ➠ 1部（税関用のみ）

記載の説明（書き方）

①日付：保証書の発行日

②あて先：通関官署を記載（記載例は東京税関本関の場合）

③保証人：保証人の押印は必須
注）印鑑届が必要、既に税関に届けている場合は不要

④不要な文言は削除

⑤輸入者：輸入者名を記載（担保提供者と同じ）

⑥輸入申告の番号：申告した番号を記載

⑦税額：保証する金額を記載

⑨適用法条：担保を提供する根拠とされる法律名及び条、
項を記入する→参考資料「適用法令一覧」
注）法令条項が違ってる場合は受理できない

➒

その他
➒収入印紙：200円の収入印紙を貼付

印紙税法基本通達別表第一13号文書の1
「債務の保証に関する契約書」に該当



税関様式C第1003号

◆ 年 12 月 12 日 （〶　▴▴▴-▴▴▴▴ ）

TEL． ◊◊-◊◊◊◊-◊◊◊◊

（〶　▴▴▴-▴▴▴▴ ）

TEL． ◍◍-◍◍◍◍-◍◍◍◍

殿

の規定により下記のとおり納期限の延長を申請します。

円

円

円

（提供年月日） （担保の種類）

（担保額又は担保限度額） 担保の期間（債権発生期間）

自 年 月 日

円 至 年 月 日

※ 税関記入欄

※

第 号

年 月 日

の規定により納期限を延長します。

（注） １．この申請書は、2通提出して下さい。

２．※欄は記入しないで下さい。

1⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆0

2,000,000

2,650,000

4,650,000

令和

年 12

納期限の延長を受けようとする税額

令　和

提

供

し

た

担

保

関税（消費税及び地方消費税兼用）納期限延長（個別）申請書

令和

申

請

者

代

理

人

（住所）

（氏名又は名称及び代表者名）

（住所）

（氏名又は名称及び代表者名）

輸入者符号 12345678900000000

東京税関長

東京都中央区銀座▼-▼▼-▼▼

株式会社財務商会　  代表取締役　大蔵　太郎

10 日令和 ◆ 年 12

令　和 ◆ 月

令　和
4,650,000

日令和

12 日

地 方 税 法 第 72 条 の 103 第 1 項

納 期 限 の 延 長 を 受 け よ う と す る 輸 入 申 告 の 年 月 日

納 期 限 の 延 長 を 受 け よ う と す る 輸 入 申 告 番 号

関 税

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

合 計

納 期 限 の 延 長 を 受 け よ う と す る 期 間 の 末 日

関税等納期限延長（個別）通知書

年 月

関 税 法 第 9 条 の 2 第 1 項

消 費 税 法 第 51 条 第 1 項

月

保証人の保証

東京都江東区青海▽-▽-▽▽

地 方 税 法 第 72 条 の 103 第 1 項

消 費 税 法 第 51 条 第 1 項

関 税 法 第 9 条 の 2 第 1 項

株式会社カスタムス通関  代表取締役　税関　次郎

㊞

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

提出部数 ➠ 2部（税関用、交付用）

記載の説明（書き方）

①輸入者符号：法人番号、税関輸出入者コード、JASTPROコード

②日付：税関への提出日

③申請先：通関官署を記載（記載例は東京税関本関の場合）

④申請者：担保提供者と同じ（輸入者）

⑤代理人：通関業者等が代理で書類を提出する場合に記載

⑥輸入（納税）申告の内容：申告年月日、輸入申告番号を記載
さらに、税目ごとの内訳を記載

⑦提供した担保：担保提供書の記載内容に合わせて記載

⑧

⑧通知書：税関で記載
通常、担保提供書と同じタイミングで交付されます。
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